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分類 主な意見の概要 事業者の見解

事業計画
（つづき）

・凝集装置に関しても、具体的実績による説得力に乏
しく、排水の汚染濃度を基準以下に落とすことが出
来るのか疑問。凝集剤そのもののサンゴ群に与える
負荷に関しても、大きな不安を抱えざるを得ない。

・難透水区域では調整池を設け、そこで濁水を凝集装
置で25ppm以下に落として轟川に排水するとしてい
るが、これを実現するための凝集剤の種類、量につ
いては全く記述されていないので示すべきではない
か。

・凝集剤の使用量、種類を示した上で予測する必要が
ある。

・凝集剤等について、種類、成分や使用量、裁定及び
影響の少なさについてその根拠を具体的に明記すべ
きである。

・SS濃度空知g几以下を実現するのならば、無機凝集剤
と有機高分子凝集剤との併用が「般的とおもわれる
が、有機高分子凝集剤はほとんどがアニオン性のア
クリルアミド系のもので、その主原料であるアタリ
ルアミドモノマーの毒性は非常に強い。このモノマ

ーの残留 とその安全性、および生態系への影響を予
測、評価する必要があるのではないカ㌔

・凝集剤使用によりサンゴ礁の周りの生態系への影響
が発生するのではないか。

・海中に洗出した薬剤の難 がサンゴ礁に及ぼす影響
について全く言及していなV㌔

・凝集剤の寿性がサンゴ礁の生物に与える影響が気に
なる。

・濁水の濃度が高く、処理容量が多ければ凝集剤の使
用量は必然的に多くなり、生物、微生物に及ぼす影
響は不可避ではないカ㌔

・凝集剤の難 がサンゴに与える影響が書かれていな
い。

お濃度を落とすための凝集剤は、有機 ・無機の種類
が数多くあります。使用に当たっては、本事業箇所の
土質条件に適合 し、かつ、海域への流出、生態系への
影響に配慮し、環境への負荷や残留性が小さい凝集剤
の種類、位相量などを総合的に検討して採用しますゝ

・土壌団粒化剤について、使用量、現時点で考えられ
る種類を示す事が必象

発生源対策で採用する土壌団粒化剤の使用に当たっ
ては、本事業箇所の土質条件に適合し、環境へり影響
などが最小限となるよう団粒化剤の種類、使用量など
を給合的に検討して採用します。

・凝集装置で発生した沈殿物の処理 ・処分はどのよう
にするのか，

濁水処理により発生する沈殿物は、客土として事業
実施区域内利用を図りますム

・「浸透ゾーン」の地下の構造が示されていない。

・濁水の地下浸透処理の危険性について検証せよ。石
灰岩地帯は浸透性は高いがフィルター効果さま期待出
来ない。川平湾の事例もあるように沖のリーフで濁
水が沸き上がり、サンゴ礁にダメージを与える。

・赤土流出対策用の 「浸透ゾ」ン」の造成や地下水の
変化予測において、石灰岩台地特有の地形 （カルス
ト地形）である鍾乳洞 （空洞）の存在が考慮されて
いない。 r浸透ゾーン」が空洞につながっている場
合には、流入した赤土流出あまり濾過されず濁度が
高いまま直按海に流し込んでしまう可能性がある。

・濁水のまま、琉球石灰岩を通って湧水となって、サ
ンゴ礁にダメージを与える。

・空港の敷地の殆んどさま地下浸透しにくく、またヒー
トアイランド現象を起こしやすい材質で破覆されて
いる。短時間集中豪雨が発生すると、温排水も含め
サンゴ礁に直接間接に悪影響を及ぼすものと思われ
ますゝ

事業実施区域の地形断面図はp6エアニ7～p6て－9に示し
ています。浸透ゾーンを設置する区域の地層ほ浸透能
が高い琉球石灰岩層や沖積層となっていますこ


